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　ヘルプカードは、援助や配慮を必要としている障がいの
ある方や、病気の人などが、日常生活や災害時などで困っ
たときに周囲に示し、支援や理解を求めやすくするカード
です。
　三重県では、必要な方に使っていただけるよう、ヘルプ
カードを作成しました。
　県庁や県福祉事務所・保健所、県障害者相談支援センタ
ー、朝日町役場保険福祉課窓口で配布しています。
　また、県のウェブサイトには、ダウンロードして作成で
きるよう、様式を掲載しています。
http://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/20794012515_0000
1.htm
　ヘルプカードを持っている方を見かけたら、電車やバス
で席を譲ったり、緊急時や災害時に支援していただくなど、
ご配慮いただきますようお願いします。

　問い合わせ：
　三重県地域福祉課　ユニバーサルデザイン班
　　TEL：059－224－3349
　　FAX：059－224－3085
　　メール：UD@pref.mie.jp
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「配食サービス」新規申請の受け付けについて「配食サービス」新規申請の受け付けについて
配食サービスの申請を下記のとおり受付けます。

問い合わせ先　保険福祉課　ＴＥＬ ３７７－５６５９

さわやか配食サービス及び給食ボランティア

対象となる人

サービスの期間
配 食 日
個 人 負 担
申 請 方 法

※ひとり暮らしの高齢者及び、高齢者のみの世帯又は傷病等
　の理由で食事の調理が困難な方
※町内の同字内に扶養義務者がいない方
※上記以外に民生委員が特に必要と認めた方
４月４日（水）～９月26日（水）まで    
毎週水曜日（祭日の場合は変更する場合があります）
１食あたり300円     
保険福祉課へ申請してください。

ヘルプカードをヘルプカードを
　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行
います。この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）（※）を用いた訓
練で、朝日町以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達訓練が行われます。
（1）訓練実施日時　３月14日（水）　11時頃

　収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含
めた収入減少を補償する仕組みです。

　町内23か所に設置し
てある防災行政無線か
ら、一斉に、次のよう
に放送されます。

上りチャイム音
＋「これは、Jアラートのテストです。」×３
＋「こちらは、朝日町です。」
＋下りチャイム４音

内　　　　　　　容情報伝達手段
（2）訓練で行う放送試験

収入保険制度がはじまります！

【放送内容】

していますしています

　(※)　Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

防災行政無線

【問い合わせ先】　総務課  防災保全室　TEL 377－5610

※加入手続き等詳しいことは、三重県
　農業共済組合 三泗鈴亀支所へお問い
　合わせ下さい。

　TEL 327－8780（３月31日まで）　　　 327－5900（４月１日以降）
　mail : sanshireiki@nosaimie.or.jp

NOSAI三重  

NOSAI三重ホームページ
（URL：http：//www.nosaimie.or.jp/）  

検索

第2回防災行政無線を用いた情報伝達訓練の実施

農 業 者 の
み な さ ん

【対 象 者】
☆青色申告（簡易な方式を含む）を行っている農業者（個人・法人）が対象です。
【補 償 内 容】
☆米、麦、大豆、野菜、茶、花卉、果樹など農業者が自ら生産した農産物
　の販売収入全体が補償対象です。
☆補償限度額等は複数の割合の中から選択できます。
【加入申込み】
☆平成30年秋より加入申請を行い、平成31年１月から保険期間が開始します。
☆NOSAI三重のホームページで収入保険の試算ができます。

配布

　朝日町では障がい児が言語や作業・理学療法などのリハビリテーションを受けた場合に月1,000円を
上限に助成を行っております。平成29年４月から平成30年３月までに実施したリハビリテーションの領
収証を添えて、４月10日（火）までに子育て健康課へ申請してください。
　なお、朝日町福祉医療費（子ども医療費）助成の対象となるリハビリテーションは対象外です。
　問い合わせ先　子育て健康課　TEL 377－5652

朝日町障がい児リハビリテーション費用助成について


